
令和４年度第８回東区協議会 

次 第 

日時：令和４年 12 月 21 日（水）午後１時 30 分から 

会場：東区役所 ３階 31・32 会議室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（１）協議事項について 

ア 浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部改正（案）のパブ

リック・コメントの実施について               【生活衛生課】 

イ 令和４年度東区地域力向上事業（助成事業）の提案について 【東区・区振興課】 

（２）答申事項について 

区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子について 

【東区・区振興課】 

（３）地域課題について 

４ 連絡事項 

（１）東区市民活動表彰 区長賞受賞団体の活動報告 

（２）各課からの連絡 

（３）次回以降の開催予定 

１月の開催予定 令和５年１月 25 日（水）午後１時 30 分から 

会場：東区役所 ３階 31・32 会議室  

２月の開催予定 令和５年２月 22 日（水）午後１時 30 分から 

会場：東区役所 ３階 31・32 会議室 

５ 委員からの発信 

６ 閉会 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
 浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部改正

（案）のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇目的 

子どもの適正な混浴年齢を設定することにより、公衆浴

場における混浴に関するトラブルを防止し、公衆浴場業

界が発展すること及び、子どもの健やかな発育発達に寄

与することを目的とする。 

〇背景・経緯 

厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領等」の

改正を踏まえ、静岡県内で統一的な対応を行うため、男

女の混浴制限年齢について、「１０歳以上」から「７歳

以上」へ改正する。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

 浜松市旅館業法施行条例と浜松市公衆浴場法施行条例を改

正し、男女の混浴制限年齢を「１０歳以上」から「７歳以

上」にすることについて、ご意見を伺うもの。 

 改正箇所は別紙のとおり 

 ※パブリック・コメント期間中のため、協議会での意見

はパブリック・コメントの意見として取り扱います。

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

案の公表・意見募集  令和４年１２月～令和５年１月  

市の考え方等を公表  令和５年３月  

条例施行       令和５年１０月  

担当課 生活衛生課 担当者 沖 優利 電話 453-6118 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 



パブリック・コメント実施案件の概要 

案件名 

浜松市旅館業法施行条例（平成２４年浜松市条例第７３号）及び

浜松市公衆浴場法施行条例（平成２４年浜松市条例第８３号）の

一部改正（案）

趣旨・目的 

・ 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について（令和２年

１２月１０日付け生食発１２１０第１号厚生労働省大臣官房

生活衛生・食品安全審議官通知）を踏まえ、静岡県内で統一的

な対応を行うため、男女の混浴制限年齢について、「１０歳以

上」から「７歳以上」へ改正します。

策定（見直し）に

至った背景・経緯

・ 「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研

究」（令和元年度厚生労働科学特別研究事業）の研究成果等を

踏まえ、厚生労働省から通知「公衆浴場における衛生等管理要

領等の改正について」（令和２年１２月１０日）が発出されま

した。これに伴い、全国的に条例の見直しがされています。静

岡県内で統一的な対応を行うため、条例の改正をすることとな

りました。

立案した際の 

実施機関の考え

方及び論点 

・ 子どもの適正な混浴年齢を設定することにより、公衆浴場に

おける混浴に関するトラブルを防止し、公衆浴場業界が発展

すること及び、子どもの健やかな発育発達に寄与することを

目的としています。

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

以下の内容について改正します。 

【改正前】 

10 歳以上の男女を混浴させないこと。 

【改正後】 

7 歳以上の男女を混浴させないこと。 

関係法令・ 

上位計画など 

公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について（令和２年１

２月１０日付け生食発１２１０第１号厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官通知） 

計画・条例等の 

策定スケジュー

ル 

（予定） 

令和４年１２月～令和５年１月 案の公表・意見募集

令和５年２月 案の修正、市の考え方の作成

令和５年３月 意見募集結果および市の考え方を公表

令和５年６月 公布

令和５年１０月 施行



浜松市旅館業法施行条例及び
浜松市公衆浴場法施行条例の一部改正（案）
に対するご意見をお待ちしています！

１．「浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部改正（案）」と

は 

公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について（令和２年１２月１０日付け生食発１

２１０第１号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知）を踏まえ、静岡県内で

統一的な対応を行うため、男女の混浴制限年齢について、「１０歳以上」から「７歳以上」

へ改正するもの。

２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和４年１２月１５日（木）～令和５年１月１６日（月）

３．案の公表先 

生活衛生課、市政情報室、区役所、協働センター、中央図書館、市民協働センター（中区

中央一丁目）、パブコメ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布

浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】

４．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれかの方法で提

出してください。

※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。

・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に基

づき適正に管理します。

（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。）

①直接持参 生活衛生課（保健所３階）まで書面で提出

②郵便【はがき、封書】

（最終日の消印有効）

〒４３２－８５５０

浜松市中区鴨江二丁目１１－２ 生活衛生課あて

③電子メール seiei@city.hamamatsu.shizuoka.jp
④ＦＡＸ ０５３－４５９－３５６１（生活衛生課）

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和５年３月に公表します。

公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

健康福祉部保健所生活衛生課（ＴＥＬ ０５３－４５３－６１１２）

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入しています。 



浜松市旅館業法施行条例（平成２４年浜松市条例第７３号）及び 

浜松市公衆浴場法施行条例（平成２４年浜松市条例第８３号）の一部改

正（案） 

浜松市旅館業法施行条例（平成２４年浜松市条例第７３号） 

改正前 改正後 

（営業者の講じるべき措置の基準） （営業者の講じるべき措置の基準） 

第６条 法第４条第２項の規定により条例で定める

同条第１項に規定する措置の基準は、次のとおりと

する。 

第６条 法第４条第２項の規定により条例で定める

同条第１項に規定する措置の基準は、次のとおりと

する。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 共同浴室を使用する場合にあっては、次に掲げ

る措置を講じること。 

(5) 共同浴室を使用する場合にあっては、次に掲げ

る措置を講じること。 

ア １０歳以上の男女を混浴させないこと。た

だし、衣類を着用する者のみを入浴させる場

合及び共同浴室を貸し切って入浴させる場合

にあっては、この限りでない。 

ア ７歳以上の男女を混浴させないこと。ただ

し、衣類を着用する者のみを入浴させる場合

及び共同浴室を貸し切って入浴させる場合に

あっては、この限りでない。 

イ・ウ （略） イ・ウ （略） 

(6)～(11) （略） (6)～(11) （略） 

２ （略） ２ （略） 

浜松市公衆浴場法施行条例（平成２４年浜松市条例第８３号） 

改正前 改正後 

（一般公衆浴場に係る営業者の講じるべき措置の

基準） 

（一般公衆浴場に係る営業者の講じるべき措置の

基準） 

第３条 一般公衆浴場に係る法第３条第２項の規定

により条例で定める同条第１項に規定する措置の

基準は、次のとおりとする。 

第３条 一般公衆浴場に係る法第３条第２項の規定

により条例で定める同条第１項に規定する措置の

基準は、次のとおりとする。 

(1)～(15) （略） (1)～(15) （略） 

(16) １０歳以上の男女を混浴させないこと。ただ

し、浴室を貸し切って入浴させる場合にあって

は、この限りでない。 

(16) ７歳以上の男女を混浴させないこと。ただ

し、浴室を貸し切って入浴させる場合にあって

は、この限りでない。 

(17)～(20) （略） (17)～(20) （略） 

（その他の公衆浴場に係る営業者の講じるべき措

置の基準） 

（その他の公衆浴場に係る営業者の講じるべき措

置の基準） 

第５条 その他の公衆浴場に係る法第３条第２項の

規定により条例で定める同条第１項に規定する措

置の基準は、第３条各号（第２号、第３号及び第１

６号を除く。）に定めるもののほか、次のとおりと

する。 

第５条 その他の公衆浴場に係る法第３条第２項の

規定により条例で定める同条第１項に規定する措

置の基準は、第３条各号（第２号、第３号及び第１

６号を除く。）に定めるもののほか、次のとおりと

する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) １０歳以上の男女を混浴させないこと。ただ

し、衣類を着用する者のみを入浴させる場合及

び浴室を貸し切って入浴させる場合にあって

は、この限りでない。 

(3) ７歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、

衣類を着用する者のみを入浴させる場合及び浴

室を貸し切って入浴させる場合にあっては、こ

の限りでない。 



第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和４年度東区地域力向上事業（助成事業）の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

地域力向上事業は、市民協働の手法により住みよい地域社

会を実現するため、市が実施又は支援する区の特性を活かし

た事業や課題を解決する事業です。 

〇市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主

体的に取り組む事業に対し市から補助金を交付することで、

効果が期待できる事業

対象の区協議会 東区 

内  容 

〇助成事業２件 

 提案のあった助成事業について、事業内容等に対しご意見

をお伺いいたします。提案事業の詳細は別添資料のとおりで

す。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

提案団体に、事業の採択・不採択の決定通知を送付。 

担当課 東区・区振興課 担当者 馬渕 有希 電話 424-0115 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



令和４年度地域力向上事業提案内容    令和４年１２月２１日東区協議会 

◆助成事業 

№ 提案事業名 提案者 事業の目的・効果 提案内容 
補助金対象事業費
（希望補助額） 
（希望補助率）

採択 
回数 

区行政推進会議検討結果 

1 家具転倒防止推進事業 おむすびの会 

事業の目的 
東区内の防災・減災意識向上及
び市民協働による防災力強化。 

事業の効果 
事業対象地域の自主防災力（自助
力）の向上。 

内容 

家具転倒防止の啓発 
事業対象の各地区自治会及び民生委員との
連携により、高齢者世帯などの災害時に要
支援者となりうる家庭を訪問し、家具転倒
防止の重要性を説明。 
説明資料及び啓発チラシの作成。 
市の補助事業「家具転倒防止事業」への申
請を促進。 

ヒアリング 
戸別訪問による啓発と同時に、災害時のお
困りごとについて調査し、今後の活動に活
かす。 

90,000 円 

（45,000 円） 

（50％） 

１ 

【採択（実施予定事業候補）】 

防災や自助力向上の観点から、公益性

の高い事業であると評価した。 

戸別訪問やヒアリングは、個人情報を

取り扱うデリケートな事業であるた

め、自治会や事業対象地域からの理解

を得た上で、相互の関りを保持した事

業展開が望まれる。 

本事業は、浜松市地域力向上事業実施

要綱第３条第１項第２号の「安全安心

な地域づくりに関する事業」及び同第

５号の「健康・福祉の向上に関する事

業」に該当する事業である。 

【補助率 50％以内】 

初回の採択であるため50％以内とした。
時期 令和5年1月15日（日）～令和5年3月15日（水） 

場所 
和田地区・中ノ町地区（天竜中学校区）・長上地
区（与進中学校区） 

区 分 予算額 交付決定額 残 額 追加補助金額 
（希望額） 

助成事業 2,000,000 円 548,000 円 1,452,000 円 139,000 円



№ 提案事業名 提案者 事業の目的・効果 提案内容 
補助金対象事業費
（希望補助額） 
（希望補助率）

採択 
回数 

区行政推進会議検討結果 

2 
有玉西町高齢者等地域の居
場所作り事業

有玉西町欠下
平自治会 

事業の目的 
積志地区の住民が世代を超えて
交流することができる場を設け
る。 

事業の効果 
さまざまな年齢の住民の交流が
促進され、地域の活性化を図る。
高齢者世帯の把握と必要な支援
の提供につなげる。 
現在使用していない施設を有効
活用することができる。 

内容 

地域交流の場を設置 
地域住民の交流の減少を課題としており、
解決策として、交流イベントを月1～2回程
度実施。 
感染症対策をした上での集会を基本とす
る。 
交流の中で、参加した地域住民が、自身の
困りごとについて相談できるようにし、解
決に向けた支援を行う。 
本事業の実施状況や効果から、次年度以
降、積志地区内に事業を広げる予定。 

チラシ等の作成 
世代を問わず、より多くの地域住民の参加
を促すため、「有玉憩いの家」や各イベン
トの開催等を周知する必要がある。 
チラシ等は自主製作を予定。回覧や掲示、
配布等により宣伝する。 

188,000 円 

（94,000 円） 

（50％） 

１ 

【採択（実施予定事業候補）】 

空き家の活用や地域の課題の解消が見

込め、公益性の高い事業であると評価

した。 

今年度は事業の立ち上げとしての要素

が大きいが、次年度以降は１年間継続

させた事業運営とし、集会のみでなく

多彩なイベント開催を期待する。 

本事業は、浜松市地域力向上事業実施

要綱第３条第１項第１号の「地域コミ

ュニティづくりに関する事業」、同第２

号の「安全安心な地域づくりに関する

事業」及び同第５号の「健康・福祉の

向上に関する事業」に該当する事業で

ある。 

【補助率 50％以内】 

初回の採択であるため50％以内とした。

時期 令和5年2月1日（水）～令和5年3月31日（金） 

場所 有玉憩いの家 



（案） 

第 10 号様式 

                     浜 東 区 協 第 ● 号 

令和４年 12 月 21 日 

浜松市長 鈴木 康友 様 

東区協議会会長 米山 英二 

諮問事項に対する答申について 

令和４年 11 月 28 日付け浜市協第 136-2 号で当協議会に対して諮問のあったことに

ついて、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第 11 条の規定に基づき審議した

結果、下記のとおり答申します。 

記 

１ 答申内容  別紙第 11 号様式のとおり 



（案） 

第 11 号様式 

諮問事項に対する答申書 

東区協議会 

件 名 
区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子に

ついて

諮 問 内 容 

区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子に

ついて諮問するもの。 

 詳細は別紙のとおり。

答  申 

諮問内容について、審議の結果、適切であると認めます。 

備   考 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名 
 区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子に 

ついて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇背景及び経緯 

 区再編については、令和 2年 9月に市議会において区再編

は必要との結論に至り、市議会特別委員会（以下、特別委員

会）において、具体的な再編案に関する協議が進められた。

協議の進捗に応じ、各区協議会、各区自治会連合会におい

て、以下のとおり協議の主な経緯について説明を行った。 

 ・令和 2年 10 月～11 月 

 ・令和 3年 4月 

 ・令和 3年 9～10 月 

 ・令和 4年 1月～2月 

いただいたご意見を踏まえ、令和 4年 5月の特別委員会に

おいて、区再編（案）が決定した。 

 区再編（案）決定を受け、行政区画等審議会に区再編にお

ける区域と区の名称について諮問し、中区・東区・西区・南

区・北区（三方原地区）、北区（三方原地区以外）・浜北区、

天竜区の 3区への再編及び区の名称を中央区・浜名区・天竜

区とする答申がなされている。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

〇区再編時の組織（案）について 

 1 市民サービス・組織 

 2 施行日 

〇区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子（案）に

ついて 

 1 区の設置 

 2 区協議会の設置 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申を得たい時期：令和 4年 12 月末日 

（令和 5年 2月に区設置等条例議決を予定） 

担当課 
区再編推進 

事業本部 
担当者 川西 亜紀子 電話 457-2123 

令和4年度第7回東区協議会資料



区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子（案）について　参考資料
令和4年度第7回東区協議会資料









令和４年度第３回東区協議会 交通安全委員会 活動報告 

（東区地域力向上事業高齢者交通安全講習会） 

日 時：令和４年１１月１５日（火）８：３０ １２:１０ 

会 場：交通教育センターレインボー浜名湖（北区細江町気賀 5200-5） 

出席者：齋藤 宣男、馬塚 繁光、松本 久和、山田 俊明、 

米山 英二（50音順・敬称略）   ※欠席者：原 利夫 （その他、自治会連合会関係者１０名参加） 

事務局：小粥 規正、天野 数幸（東区区振興課） 

（１）交通安全研修会について 

内容：（ア）交通事故ケーススタディ（高齢者の歩行中の事故について） 

（イ）夜間視認性確認（反射材の効果体験） 

      （ウ）反応ブレーキ体験（自動車の反応速度や停止距離の測定） 

（２）今後の予定について

■第４回交通安全委員会 

①日時：令和５年２月２１日（火）１０:００～ 

    ②場所：３３会議室 

③内容：（ア）令和４年度活動のまとめ 

（イ）令和５年度活動計画 

《開催状況写真》 



令和４年１２月２１日 東区協議会 

令和５年浜松市はたちの集いの開催について 

区民生活課  

１ 目 的 

地域の人々の温かな祝福により、20 歳の節目に改めて大人としての責任を自覚し、社会に貢

献しようとする気持ちや、郷土愛と周りの人々への感謝の思いを育むとともに、地域で青少年

を健全に育てようとする気運を一層盛り上げる。 

２ 背 景 

平成 13 年１月より「地域で新成人をお祝いする」との趣旨のもと、地域分散方式で自治会

を中心とした実行委員会を組織し実施している。 

なお、成年年齢が 18 歳になった今年度から式典名称を「はたちの集い」とし、引き続き 20

歳を対象に式典を行う。 

○実績 令和４年（令和３年度）  東区開催５地区参加率  75.3％（前年 66.5％） 

全市開催 40 地区参加率  78.1％（前年 71.3％） 

３ 内 容 

  日 時：令和５年１月８日（日） 午前 10時から 

（蒲・佐藤小地区：午前 10 時 30 分から） 

（積志地区：午後２時 30分から）

主 催：各地区はたちの集い実行委員会 

  対象者：平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日までの生まれで、以下のいずれかに当てはま

る人 

（１） 浜松市の住民基本台帳に記載されている人（外国人住民を含む） 

（２）（１）以外で、市内の小・中学校または高等学校などに在籍したことのある人や 

市内に通勤・通学している人で参加を希望する人 

○東区内会場等一覧 令和４年 10月１日現在

地区名 中学校区 会場名 対象者数 
男性 女性 

和田・中ノ町地区 天竜 
天竜協働センター 

体育館 
226 人 105 人 121 人

笠井地区 笠井 
笠井協働センター 

体育館 
137 人 74 人 63 人

積志地区 積志・中郡
サーラ音楽ホール 

（浜松市市民音楽ホール） 
420 人 220 人 200 人

長上地区 与進 
浜松市総合産業展示館 

北館 4階 1号ホール 
217 人 113 人 104 人

蒲・佐藤小地区 丸塚 
サーラプラザ浜松  

4 階サーラホール 
246 人 123 人 123 人



令和４年１２月２１日 東区協議会 

（参考）令和４年 1月９日（日）成人式の様子 

和田・中ノ町地区成人式（天竜協働センター）   笠井地区成人式（笠井協働センター） 

積志地区成人式（浜松市市民音楽ホール）     長上地区成人式（浜松市産業展示館北館 

 サーラ音楽ホール                4 階 1 号ホール） 

蒲・佐藤小地区成人式 

サーラプラザ浜松 4階サーラホール 
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令和４年 12 月８日 浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 

地域政策グループ  

℡ 053-457-2094 担当：鈴木（康）・小久保
報 道 発 表

区協議会の開催日程（12 月）について

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

区協議会が、次のとおり開催されます。

＊傍聴の申し込みは、各区役所区振興課へお問い合わせください。

＊傍聴される場合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、下記の点にご協力くださ

い。なお、発熱等の風邪症状のある方は、傍聴をご遠慮くださいますようお願いします。

  ・マスクの着用

  ・手指消毒液の使用（傍聴者受付に用意しております。）

協議会名 回数 日 時 場 所 会議内容（予定） 傍聴定員 問合先

中区
協議会

第10回
12月21日
（水）
14：00～

浜松市役所
北館１階
101・102
会議室

・

・

・

・

（答申）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の
骨子について
（協議）浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部
改正（案）のパブリック・コメントの実施について
（報告）中区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり助成事
業」の募集開始について
その他

5人程度
(先着順)

中区役所
区振興課
TEL:457-
2210

東区
協議会

第8回
12月21日
（水）
13：30～

東区役所
3階31・32
会議室

・

・

・
・

（答申）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の
骨子について
（協議）浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部
改正（案）のパブリック・コメントの実施について
（協議）令和４年度東区地域力向上事業（助成事業）の提案について
その他

5人程度
(先着順)

東区役所
区振興課
TEL:424-
0115

西区
協議会

第9回
12月21日
（水）
13：30～

舞阪協働
センター
1階ホール

・

・

・

（答申）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の
骨子について
（協議）浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部
改正（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

西区役所
区振興課
TEL:597-
1112

南区
協議会

第8回
12月23日
（金）
13：30～

南区役所
3階

大会議室

・

・

・
・

（答申）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の
骨子について
（協議）浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部
改正（案）のパブリック・コメントの実施について
（協議）令和４年度南区地域力向上事業（助成事業）の提案について
その他

5人程度
(先着順)

南区役所
区振興課
TEL:425-
1120

北区
協議会

第9回
12月21日
（水）
10：00～

北区役所
3階31・32
会議室

・

・

・
・
・

（答申）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の
骨子について
（協議）浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部
改正（案）のパブリック・コメントの実施について
（協議）令和４年度北区地域力向上事業（助成事業）の提案について
（協議）北区協議会　北区直虎ビューポイントの選定について
その他

5人程度
(先着順)

北区役所
区振興課
TEL:523-
1168

浜北区
協議会

第9回
12月22日
（木）
13：30～

浜北区役所
3階

大会議室

・

・

・
・

（答申）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の
骨子について
（協議）浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部
改正（案）のパブリック・コメントの実施について
（協議）浜北コミュニティバスの運行改善について
その他

10人程度
(先着順)

浜北区役所
区振興課
TEL:585-
1141

天竜区
協議会

第9回
12月22日
（木）
14：00～

天竜区役所
2階21・22
会議室

・

・

・
・

（答申）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の
骨子について
（協議）浜松市旅館業法施行条例及び浜松市公衆浴場法施行条例の一部
改正（案）のパブリック・コメントの実施について
（協議）天竜区協議会団体推薦委員の公共的団体等の選定について
その他

5人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課
TEL:922-
0013


